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 ゴミステーションを修繕・設置する際に、材料
費を⼀ヶ所につき３万円まで⽀給します。

◆必要な書類
①ゴミステーション材料費申請書
② ゴミステーションの修繕前、修繕後（設置前、

設置後）のカラー写真
③材料費の領収書
  （数ヶ所申請される場合は、箇所ごとに別々で領

収書をもらうこと）
④ その他（ゴミステー

ションの位置が分か
るもの等）

処理機器 補助⾦額 限度額
密封発⾏容器 購⼊額 1/2 以内 １基につき 2,000 円

コンポスト容器 購⼊額 1/2 以内 １基につき 3,000 円

電気式⽣ごみ処理機 購⼊額 2/3 以内 １基につき 30,000 円

 ⽣ごみは、家庭ごみの排出量において多くの割合を占
めています。
 肝付町では、家庭⽤⽣ごみ処理機器を購⼊した世帯に
対して、下記のとおり補助⾦を交
付しています。
 ごみの排出削減にも繋がります
ので、家庭内での処理のご協⼒を
お願いいたします。
※町内店舗で購⼊したものに限る ▲ コンポスト容器

家庭⽤⽣ごみ処理機器設置費補助⾦についてゴミステーション材料費の⽀給について

【お問い合わせ先】 肝付町役場 住⺠課  ☎ 0994（65）8411
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